
要訳 

1 

2016年 11月 30日 

 

中国の 3ヶ所の排出規制エリア内全主要港における低硫黄燃料油使用に関する規制の実施 

（2017年 1月 1日から実施） 

 

 

既にご案内しました通り、中国運輸省は、3ヶ所の排出規制エリア(ECA)を設定し、Yangtze ECA内

の主要港及びPearl ECA内のShenzhen港において低硫黄燃料油使用を求める規制を実施しています。 

 

上記規制は 3ヶ所の ECA内のすべての主要港においてまもなく実施されるため、中国の 3ヶ所の

ECAにおける低硫黄燃料油使用についての規制の実施スケジュールを次の通りご参考に供します。 

 

実施日 
硫黄分 

含有量規制 
適用地域 適用期間 

2016年 4月 1日 

0.5% mm以下 

 

Yangtze Delta ECA 内の主要港

（Shanghai, Ningbo-Zhoushan, 

Suzhou, Nantongを含む） 

着桟中（但し、着桟後 1

時間及び離桟前 1 時間

を除く） 

2016年 10月 1日 Shenzhen港 

2017年 1月 1日 3ヶ所のECA内の全主要港 

（Tianjin, Qinhuangdao, Tangshan, 

Huanghua, Shenzhen, Guangzhou, 

Zhuhai, Shanghai, Ningbo- 

Zhoushan, Suzhou及びNantong

を含む） 

2018年 1月 1日 ECA内の全港 着桟中の全時間 

2019年 1月 1日 ECA内全域 船舶がECA内にいる全

期間 

 

以上 


